
入 札 公 告 
 
次のとおり一般競争入札に付します。  

 
平成１４年６月２８日 

支出負担行為担当官 

関東財務局総務部次長 木 村 嘉 秀 

 
◎調達機関番号 ０１５  ◎所在地番号 １１   

 

○第１号 

 
１ 事業概要 

（１）品目分類番号  ４１、４２ 

（２）事 業 名  公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業 

（３）事 業 場 所  東京都北区赤羽台２－２ 

（４）事 業 内 容  ＰＦＩ方式による公務員宿舎設計、建設及び維持管理事業 

（５）事 業 期 間  契約締結日から平成２４年３月末まで。 

 
２ 競争に参加する者に必要な資格 

（１）入札参加者の構成等 

  ① 入札参加者は、単独企業（以下「入札参加企業」という。）、又は複数の者で構成

されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とする。  

  ② 建設業務に当たる者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員となること。 

  ③ 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果

たす役割を明らかにするとともに、入札参加グループで申し込む場合には、入札参

加表明書の提出時に代表企業名を明記し、必ず代表企業が入札手続を行うとともに、

国との対応窓口となること。 

  ④ 落札者となった場合において特別目的会社を設立することを予定している入札参

加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業開始後、当

該特別目的会社から直接設計及び維持管理業務を受託することを予定している者

（以下「協力会社」という。）についても、入札参加表明時において協力会社として

明記すること。 

（２）入札参加者及び協力会社の参加要件 

  ① 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づき更生手続開始の申立をしてい

ない者（維持管理業務を行う者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立をしていない者（維持管理業務を行う者を除く。）



であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定がなされた後

において競争参加資格の再認定を受けている者。 

  ② 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同

条中、特別な理由がある場合に該当する。  

  ③ 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

  ④ 財務省（地方支分部局を含む。）及び財務省関東財務局管内を管轄とする官庁から

指名停止又は一般競争参加資格停止若しくは営業停止を受けている期間中に該当し

ない者であること。 

  ⑤ 財務省関東財務局が本事業について、アドバイザリー業務を委託した株式会社野

村総合研究所並びに株式会社野村総合研究所が本アドバイザリー業務において提携

関係にある株式会社久米設計、三井安田法律事務所及び野村證券株式会社又はこれ

らの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。  

  ⑥ 入札参加企業、あるいは入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかが、

他の入札参加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社として参加していない

こと。 

  ⑦ 審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関

連がある者でないこと。 
（３）入札参加者及び協力会社の資格等要件  

   入札参加企業及び入札参加グループの構成員のうち設計、建設及び維持管理の各業

務に当たる者並びに協力会社は、それぞれ①及び、各業務に応じ②、③及び④の要件

を満たすこと。 

   なお、②、③及び④のうち複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施するこ

とを妨げないが、工事監理業務と建設業務を同一の企業が兼ねることはできない。  

  ① 関東財務局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官が

実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入

札等関東財務局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適

当であると認められる者でないこと。 

  ② 設計に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を複数の者が分担して

行う場合にあっては、いずれの者においても以下の要件を満たすこと。  

  （ア）平成１３・１４年度財務省関東地区競争参加資格審査において、業種区分が「建

築士事務所」の「Ａ」等級に格付けされている者であること。  

  （イ）平成４年以降に、次の（ａ）及び（ｂ）に該当する建物の設計実績があること。 

   （ａ）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第一（い）欄（二）項に掲げ

る用途に供するものであること 
   （ｂ）地階を除く階数が１１以上かつ延べ面積が１，５００㎡以上であること 

  ③ 建設に当たる者は３者までとし、次の要件を満たすこと。  



  （ア）１者の場合は、平成１３・１４年度財務省関東地区競争参加資格審査において

業種区分が「建築一式工事」の「Ａ」等級に格付けされている者であり財務省関

東財務局の付与数値が１５００点以上ある者（経常建設共同企業体および事業共

同組合を含む。）であること。２者又は３者の場合は、同業種区分が「建築一式工

事」の「Ａ」等級に格付けされている者であり、内１者は財務省関東財務局の付

与数値が１４００点以上ある者であること。 

  （イ）提案内容に対応する建設業法（昭和２２年法律第１００号）の許可業種につき

許可を有して営業年数が３年以上ある者であること。  

  （ウ）提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有す

る主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。  

  （エ）平成４年以降に、その全部の引渡しを行った建築物で、次の（ａ）から（ｃ）

に該当する建築物の建築一式工事の元請けとして施工した実績（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率２０％以上のものに限る。）を有すること。  

   （ａ）鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること  

   （ｂ）建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途に供するものであること  

   （ｃ）地階を除く階数が１１以上かつ延べ面積が１，５００㎡以上であること 

  ④ 維持管理に当たる者は１者とし、次の要件を満たすこと。  

  （ア）平成１３・１４・１５年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一）審査

において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営

業品目が「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けさ

れている者であること。 

  （イ）平成４年以降に、本事業における設置予定宿舎と同等以上の規模（戸数）の住

宅の維持管理業務実績があること。  

 
３ 入札手続等 

（１）担当部局 

   関東財務局 管財第一部 宿舎総括課 

   埼玉県さいたま市上落合２番地１１ さいたま新都心合同庁舎 1 号館１８階 

   電話０４８－６００－１２０５（ダイヤルイン） 

（２）入札説明書等の交付期間及び場所 

   平成１４年７月２日から平成１４年８月９日まで（午前９時から午後５時まで） 

上記３（１）に同じ  

（３）入札説明会及び現地見学会の時間及び場所 

  ① 入札説明会 

  平成１４年７月１０日午後２時から 埼玉県さいたま市上落合２番地１１ さい

たま新都心合同庁舎１号館 講堂 
  ② 現地見学会 

    平成１４年７月１１日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 東京都北区



赤羽台２－２ 
（４）入札参加表明書及び入札参加資格審査申請書の提出期間、提出場所及び提出方法 

   平成１４年８月９日から平成１４年８月１６日まで（午前９時から午後５時まで） 

上記３（１）に同じ 持参すること。 

（５）入札書及び入札提出書類の提出期間、提出場所及び提出方法 

   平成１４年９月２７日から平成１４年１０月４日まで（午前９時から午後５時まで）、

ただし、郵送の場合は平成１４年９月２７日から平成１４年１０月３日午後５時まで 

上記３（１）に同じ 持参又は郵送（「配達記録郵便」とする。）すること。 

（６）開札の日時及び場所 

   平成１４年１０月７日午前１０時３０分 

   関東財務局 さいたま新都心合同庁舎１号館 １８階会議室 

 
４ その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約条項を示す場所 上記３（１）に同じ。 

（３）入札保証金及び契約保証金 

  ① 入札保証金 免除。 

  ② 契約保証金 免除。ただし、選定事業者は、建設工事の履行を確保するため、建

設工事に相当する金額（設計も含む。以下同じ。）の１０分の１以上について、工事

履行保証証券による保証を付し又は国を被保険者とする履行保証保険契約の締結を

行うこと。 

    なお、落札者が特別目的会社を設立する場合には、建設工事に相当する金額の１

０分の１以上について、国を被保険者とする履行保証保険契約の締結又は特別目的

会社を被保険者とする履行保証保険契約の締結（国は当該保険に質権を設定する。）

を行うこと。 

    いずれの場合でも、履行保証保険等の有効期間は、建設工事期間とする。  

（４）入札の無効 

   本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札参加表明

書等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（５）落札者の決定方法 

   予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

であり、入札説明書等で指定する性能等の要求要件のうち必須とされた項目を全て満

たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもっ

て落札者を決定する。 

（６）手続における交渉の有無 無。 

（７）契約書作成の要否 要。 
（８）照会等に用いる言語 日本語に限る。 

（９）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  



  上記２（３）②（ア）、２（３）③（ア）及び２（３）④（ア）に掲げる競争参加

資格の認定を受けていない者も上記３（４）により入札参加表明書及び入札参加資格

審査申請書を提出することができるが、競争に参加するためには入札書及び入札提出

書類の提出期限までに競争参加資格の確認を受けなければならない。 

（１０）詳細は入札説明書等による。 

 
５ Summary 

（１）Official in charge of disbursement of the procuring e ntity: 

  Yoshihide Kimura Vice-Director of General Affairs Department, Kantoh Local 

Finance Bureau 

（２）Classification of the services to be procured: 41,42 

（３）Subject matter of the contract: 

PFI-based design, construction and operation of the Government official housing 

(Akabane-jyutaku (provisional name))(BTO-scheme) 

（４）Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for  

the qualification: 

  5:00 P.M. 16 August 2002 

（５）Time-limit for the submission of application of tenders:  

    5:00 P.M. 4 October 2002 (Tenders submitted by mail 5:00 P.M. 3 October  

 2002) 

（６）Contact point for tender documentation: 

    Official Dormitory Section, Kantoh Local Finance Bureau, Ministry of Finance, 

2-11, kamiochiai, Saitama-city, Saitama, Japan, TEL:048-600-1205 

（７）Languages for making inquiries: Japanese 

 

 
○第２号 

 
１ 事業概要 

（１）品目分類番号  ４１、４２ 

（２）事 業 名  公務員宿舎駒沢住宅（仮称）及び池尻住宅（仮称）整備事業  

（３）事 業 場 所  東京都目黒区東山３－２１外、東京都世田谷区池尻４－８  

（４）事 業 内 容  ＰＦＩ方式による公務員宿舎設計、建設及び維持管理事業 

（５）事 業 期 間  契約締結日から平成２４年３月末まで。 

 
２ 競争に参加する者に必要な資格 
（１）入札参加者の構成等 

  ① 入札参加者は、単独企業（以下「入札参加企業」という。）、又は複数の者で構成



されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）とする。  
  ② 建設業務に当たる者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員となること。 

  ③ 入札参加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果

たす役割を明らかにするとともに、入札参加グループで申し込む場合には、入札参

加表明書の提出時に代表企業名を明記し、必ず代表企業が入札手続を行うとともに、

国との対応窓口となること。 

  ④ 落札者となった場合において特別目的会社を設立することを予定している入札参

加者は、入札参加企業又は入札参加グループの構成員以外の者で、事業開始後、当

該特別目的会社から直接設計及び維持管理業務を受託することを予定している者

（以下「協力会社」という。）についても、入札参加表明時において協力会社として

明記すること。 

（２）入札参加者の及び協力会社の参加要件  

  ① 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づき更生手続開始の申立をしてい

ない者（維持管理業務を行う者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）に基づき再生手続開始の申立をしていない者（維持管理業務を行う者を除く。）

であること。なお、会社更生法に基づき更生手続開始の申立をした者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立をした者にあっては、手続開始の決定がなされた後

において競争参加資格の再認定を受けている者。 

  ② 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、

被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同

条中、特別な理由がある場合に該当する。  

  ③ 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。  

  ④ 財務省（地方支分部局を含む。）及び財務省関東財務局管内を管轄とする官庁から

指名停止又は一般競争参加資格停止若しくは営業停止を受けている期間中に該当し

ない者であること。 

  ⑤ 財務省関東財務局が本事業について、アドバイザリー業務を委託した株式会社野

村総合研究所並びに株式会社野村総合研究所が本アドバイザリー業務において提携

関係にある株式会社久米設計、三井安田法律事務所及び野村證券株式会社又はこれ

らの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。  

  ⑥ 入札参加企業、あるいは入札参加グループの構成員及び協力会社のいずれかが、

他の入札参加企業、入札参加グループの構成員又は協力会社として参加していない

こと。 

  ⑦ 審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関

連がある者でないこと。 

（３）入札参加者及び協力会社の資格等要件  

   入札参加企業及び入札参加グループの構成員のうち設計、建設及び維持管理の各業

務に当たる者並びに協力会社は、それぞれ①及び、各業務に応じ②、③及び④の要件

を満たすこと。 



   なお、②、③及び④のうち複数の要件を満たす者は、当該複数の業務を実施するこ

とを妨げないが、工事監理業務と建設業務を同一の企業が兼ねることはできない。  

  ① 関東財務局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官が

実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入

札等関東財務局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適

当であると認められる者でないこと。 

  ② 設計に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を複数の者が分担して

行う場合にあっては、いずれの者においても以下の要件を満たすこと。  

  （ア）平成１３・１４年度財務省関東地区競争参加資格審査において、業種区分が「建

築士事務所」の「Ａ」等級に格付けされている者であること。  

  （イ）平成４年以降に、次の（ａ）及び（ｂ）に該当する建物の設計実績があること。  

   （ａ）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第一（い）欄（二）項に掲げ

る用途に供するものであること 

   （ｂ）地階を除く階数が１１以上かつ延べ面積が１，５００㎡以上であること 

  ③ 建設に当たる者は３者までとし、次の要件を満たすこと。  

  （ア）１者の場合は、平成１３・１４年度財務省関東地区競争参加資格審査において

業種区分が「建築一式工事」の「Ａ」等級に格付けされている者であり財務省関

東財務局の付与数値が１５００点以上ある者（経常建設共同企業体および事業共

同組合を含む。）であること。２者又は３者の場合は、同業種区分が「建築一式工

事」の「Ａ」等級に格付けされている者であり、内１者は財務省関東財務局の付

与数値が１４００点以上ある者であること。  

  （イ）提案内容に対応する建設業法（昭和２２年法律第１００号）の許可業種につき

許可を有して営業年数が３年以上ある者であること。  

  （ウ）提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有す

る主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者であること。  

  （エ）平成４年以降に、その全部の引渡しを行った建築物で、次の（ａ）から（ｃ）

に該当する建築物の建築一式工事の元請けとして施工した実績（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率２０％以上のものに限る。）を有すること。  

   （ａ）鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること  

   （ｂ）建築基準法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途に供するものであること  

   （ｃ）地階を除く階数が１１以上かつ延べ面積が１，５００㎡以上であること 

  ④ 維持管理に当たる者は１者とし、次の要件を満たすこと。  

  （ア）平成１３・１４・１５年度一般競争（指名競争）参加資格（全省庁統一）審査

において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」、営

業品目が「建物管理等各種保守管理」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級に格付けさ

れている者であること。 
  （イ）平成４年以降に、本事業における設置予定宿舎と同等以上の規模（戸数）の住

宅の維持管理業務実績があること。  



 
３ 入札手続等 

（１）担当部局 

   関東財務局 管財第一部 宿舎総括課 

   埼玉県さいたま市上落合２番地１１ さいたま新都心合同庁舎 1 号館１８階 

   電話０４８－６００－１２０５（ダイヤルイン）  

（２）入札説明書等の交付期間及び場所 

   平成１４年７月２日から平成１４年８月９日まで（午前９時から午後５時まで） 

上記３（１）に同じ 

（３）入札説明会及び現地見学会の時間及び場所 

  ① 入札説明会 

   平成１４年７月１０日午後２時から 埼玉県さいたま市上落合２番地１１ さいた

ま新都心合同庁舎１号館 講堂 

  ② 現地見学会 

    平成１４年７月１１日午後２時から午後３時まで 東京都目黒区東山３－２１ 

平成１４年７月１１日午後４時から午後５時まで 東京都世田谷区池尻４－８ 

（４）入札参加表明書及び入札参加資格審査申請書の提出期間、提出場所及び提出方法  

   平成１４年８月９日から平成１４年８月１６日までに（午前９時から午後５時まで） 

上記３（１）に同じ 持参すること。 
（５）入札書及び入札提出書類の提出期間、提出場所及び提出方法  

   平成１４年９月２７日から平成１４年１０月４日まで（午前９時から午後５時まで）、

ただし、郵送の場合は平成１４年９月２７日から平成１４年１０月３日午後５時まで 

上記３（１）に同じ 持参又は郵送（「配達記録郵便」とする。）すること。 

（６）開札の日時及び場所 

   平成１４年１０月７日午前１０時３０分 

   関東財務局 さいたま新都心合同庁舎１号館 １８階会議室 

 
４ その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約条項を示す場所 上記３（１）に同じ。 

（３）入札保証金及び契約保証金 

  ① 入札保証金 免除。 

  ② 契約保証金 免除。ただし、選定事業者は、建設工事の履行を確保するため、建

設工事に相当する金額（設計も含む。以下同じ。）の１０分の１以上について、工事

履行保証証券による保証を付し又は国を被保険者とする履行保証保険契約の締結を

行うこと。 
    なお、落札者が特別目的会社を設立する場合には、建設工事に相当する金額の１

０分の１以上について、国を被保険者とする履行保証保険契約の締結又は特別目的



会社を被保険者とする履行保証保険契約の締結（国は当該保険に質権を設定する。）

を行うこと。 

    いずれの場合でも、履行保証保険等の有効期間は、建設工事期間とする。  

（４）入札の無効 

   本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札参加表明

書等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

（５）落札者の決定方法 

   予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

であり、入札説明書等で指定する性能等の要求要件のうち必須とされた項目を全て満

たしている提案をした入札者の中から、入札説明書等で定める総合評価の方法をもっ

て落札者を決定する。 

（６）手続における交渉の有無 無。 

（７）契約書作成の要否 要。 

（８）照会等に用いる言語 日本語に限る。 

（９）一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  

  上記２（３）②（ア）、２（３）③（ア）及び２（３）④（ア）に掲げる競争参加

資格の認定を受けていない者も上記３（４）により入札参加表明書及び入札参加資格

審査申請書を提出することができるが、競争に参加するためには入札書及び入札提出

書類の提出期限までに競争参加資格の確認を受けなければならない。 
（１０）詳細は入札説明書等による。 

 
５ Summary 

（１）Official in charge of disbursement of the procuring entity: 

  Yoshihide Kimura Vice-Director of General Affairs Department, Kantoh Local 

Finance Bureau 

（２）Classification of the services to be procured: 41,42  

（３）Subject matter of the contract: 

PFI-based design, construction and operation of the Government official housing 

(Komazawa-jyutaku (provisional name) and Ikejiri-jyutaku(provisional name)) 

(BTO-scheme) 

（４）Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for  

the qualification: 

  5:00 P.M. 16 August 2002 

（５）Time-limit for the submission of application of tenders:  

    5:00 P.M. 4 October 2002 (Tenders submitted by mail 5:00 P.M. 3 October  

 2002) 

（６）Contact point for tender documentation: 

    Official Dormitory Section, Kantoh Local Finance Bureau, Ministry o f Finance, 



2-11, kamiochiai, Saitama-city, Saitama, Japan, TEL:048-600-1205 

（７）Languages for making inquiries: Japanese 

 

 

 


